
伊勢原市介護保険要介護認定者に係る障害者控除対象者の認定に関する取扱

要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく要介護認定を受け

ている６５歳以上の者のうち、所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第１０条第

１項第７号若しくは地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第７条第７号に規定

する障害者に準ずる者又は所得税法施行令第１０条第２項第６号若しくは地方税法施行

令第７条の１５の７第６号に規定する特別障害者に準ずる者（以下「障害者控除対象者」

という。）としての認定の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

（認定の申請）

第２条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者（本人又はその者を控除対象配偶者

として配偶者控除若しくは扶養親族として扶養控除の申請をしようとする者をいう。以

下「申請者」という。）は、障害者控除対象者認定申請書（第１号様式）に介護保険被

保険者証を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

（認定基準及び審査）

第３条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請の内容を

審査し、及び当該対象者の要介護度等を調査し、次に掲げる認定基準に応じて、障害者

控除対象者として認定するものとする。

(1) 要介護状態区分が、要介護１、要介護２又は要介護３であると認定された者は、障

害者に準ずる者とする。

(2) 要介護状態区分が、要介護４又は要介護５であると認定された者及び伊勢原市在宅

ねたきり老人及び認知症老人登録要綱（平成１２年伊勢原市告示第４８号）に基づき

ねたきり老人又は認知症老人として登録を受けている者は、特別障害者に準ずる者と

する。

２ 前項に規定する障害者控除対象者として認定する基準日は、毎年１２月３１日とする。

ただし、障害者控除対象者がその年の中途で死亡した場合は、当該死亡の日とする。

（認定の決定等）

第４条 福祉事務所長は、前条の規定による審査等の結果、障害者控除対象者として認定

することを決定したときは障害者控除対象者認定書（第２号様式。以下「認定書」とい

う。）により、障害者控除対象者として認定しないことを決定したときは障害者控除対

象者不認定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。

２ 前項の認定書により障害者控除対象者として認定する期間は、認定書を交付した日か

ら１年間とする。

（委任）

第５条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、福

祉事務所長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１８年１２月３１日から適用する。

附 則（令和３年３月２９日告示第３６号）

この告示は、令和３年４月１日から施行する。



附 則（令和５年４月２７日告示第８６号）

この告示は、令和５年４月２８日から施行する。



第１号様式（第２条関係）

年 月 日

伊勢原市福祉事務所長 殿

(申請者) 住所

氏名

電話

対象者との関係

障害者控除対象者認定申請書

所得税法施行令第１０条及び地方税法施行令第７条又は第７条の１５の７に定める障
害者又は特別障害者に準ずる者として、次の対象者に係る障害者控除対象者（障害者・

特別障害者）としての認定を申請します。

住 所
対

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
象 氏 名

生年月日 年 月 日

者

要介護度等 介護(１・２・３・４・５) ねたきり等登録

認定基準日 年 月 日現在の状況

申請理由 年分 所得税確定申告等に使用するため

伊勢原市が所有する要介護認定に関する情報を取得することについて同意します。

対象者氏名（代筆可）

以下は記載しないでください

《伊勢原市処理欄》

次のとおり決定してよろしいでしょうか。
課 長 係 長 合 議 起案者 決 定 区 分 公印使用承認印

□特別障害者に認定

□障害者に認定 ・ ・

□認定しない
申請者の本人確認 □運転免許証 □健康保険証 □ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ

□その他（ ）



第２号様式（第４条関係）

年 月 日

（申請者） 様

伊勢原市福祉事務所長 印

障害者控除対象者認定書

次のとおり、所得税法施行令第１０条及び地方税法施行令第７条又は第７条の１５の

７に定める障害者控除対象者（障害者・特別障害者）として認定します。

住 所

対 象 者

氏 名 生年月日

年 月 日

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず。
□障 害 者

(2) 身体障害者(３級～６級)に準ず。

認定結果

(1) 知的障害者(重度)に準ず。

□特別障害者 (2) 身体障害者(１級・２級)に準ず。

(3) ねたきり老人又は認知症老人としての登録者

認定基準日 年 月 日

有効期間 認定書の発行日から１年間

備考 １ 対象者に認定事由の変更が生じた場合は、速やかにその旨を報告してください。



第３号様式（第４条関係）

年 月 日

（申請者） 様

伊勢原市福祉事務所長 印

障害者控除対象者不認定通知書

年 月 日に申請のありました障害者控除対象者認定申請については、

認定しないこととしましたので通知します。

住 所

対 象 者

氏 名 生年月日
年 月 日

認定しない理由

伊勢原市介護保険要介護認定者に係る障害者控除対象者の認定に関する取扱要綱

第３条の規定に該当しないため。


